
お問い合わせ

笠 松 町 役 場

議 会 事 務 局
総 務 課
税 務 課
企 画 D X 課
未 来 創 造 室
環 境 経 済 課
住 民 課
福 祉 子 ど も 課
建 設 課
水 道 課
会 計 課
水道料金事務センター

388‐1111
387‐5816
388‐1110
388‐1111
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388‐1114
388‐1115
388‐1116
388‐1117
388‐1118
388‐1119
388‐1175
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福祉健康センター

福 祉 会 館
こども館「かさくら」
笠松中央交流センター

松枝交流センター
総合交流センター
歴 史 未 来 館
学校給食センター
ふ ら っ と 笠 松

（健康介護課）
388‐7171
387‐1121
388‐0811

（教育文化課）
388‐3231
387‐0156
387‐8432
388‐0161
387‐5321
388‐2355

☎
☎
☎

☎
☎
☎
☎
☎
☎

テレホンサービス
防災行政無線アンサーバック
（過去の放送を聞くことができます）
火災情報テレホンサービス
（羽島郡内の火災発生状況を

聞くことができます）

388‐4930

387‐0100

☎

☎

（

黄色の花で、花の中央
部も同じく黄色です。

葉は長細い
楕円形です。

よりよい川づくりのため
河川愛護モニター募集
　河川整備、河川の利用、河川環境について、
地域の皆さんの要望を十分把握し、河川愛護
思想の普及啓発を図るため、河川愛護モニター
を募集しています。

5月7日（木）～13日（水）
4人（予定）
20歳以上で木曽川上流河川事務
所管内の河川（木曽川、長良川、揖
斐川、牧田川、杭瀬川、根尾川）の
近隣にお住まいの方。川に接する機
会が多く河川愛護に関心のある方。

未定（参考：令和7年度月額4,580円）
7月1日～令和9年6月30日

※ただし、制度改正などにより期間満了以前に
委嘱を終了する場合があります。

c国土交通省木曽川上流河川事務所
　占用調整課　☎☎251‐1326

令和8年4月1日現在（前月比）
21,772
10,618
11,154
9,742

減
減
減
増

50
21
29
25

第40回町民テニス大会
6月7日（日）午前9時～
緑地公園内テニスコート
町内在住・在勤・

在クラブ（町又は協会に登録クラブ）の方
ダブルス　参加費　1組1,000円

5月29日（金）

第75回町民軟式野球大会
7月5日（日）午前8時45分～
笠松町勤労青少年運動場
町内在住・在勤の方

※原則町内会単位で構成されたチーム（20人以内）で、
1町内会2チームまで

1チーム2,000円　申込期限　5月29日（金）

申込書（笠松中央交流センターで配布または町ホームページからダウンロード可能）
を各交流センターにご提出ください。
c町スポーツ協会事務局（笠松中央交流センター内）　☎388‐3231

名馬、名手の里　ドリームスタジアム

5月の開催日程

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

1日（金）・12日（火）・13日（水）・14日（木）・15日（金）
27日（水）・28日（木）・29日（金）

詳細は、笠松競馬場ホームページをご覧ください
https://www.kasamatsu-keiba.com/

14日（木） 第49回 クイーンカップ（SPⅢ）
28日（木） 第35回 オグリキャップ記念（SPⅠ）
14・28日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送予定！14・28日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送予定！

公式SNSで笠松けいばの色々な
情報を日々、配信しています。

各種証明書の取得は、（住民票・印鑑・税）

が便利です！
コンビニ交付コンビニ交付コンビニ交付

詳しくはこちら蜷 外来生物「オオキンケイギク」について知ってください！！
　5～7月にかけて黄色い花を咲かせるオオキンケイギクは、栽培
が禁止されている「特定外来生物」に指定されています。毒は含
まれていませんが、強靭な性質で生態系に被害を与えます。
　駆除する場合は、根から抜き、袋に入れ
て枯死させてから、可燃
ごみに出してください。
c環境経済課
　☎388‐1114

コンビニ交付サービスに関するアンケート
　マイナンバーカードを利用した各種証明書のコン
ビニ交付サービスについて、アンケート調査を実施し
ます。皆様のご協力をお願いします。

QRコードから回答
※無記名のアンケートのため、個人が特定されることはありません。
c住民課　☎388‐1115

5月は「自転車の安全利用推進月間」

自転車安全利用五則を守り、交通マナーの向上に努めましょう。
■自転車安全利用五則
①車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先
②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③夜間はライトを点灯
④飲酒運転は禁止
⑤ヘルメットを着用

マイナンバーカードの2つの有効期限が
みなさんのカードの安全を守ります

便利を
安心とともに。
マイナンバーカード

デジタル庁
YouTube

チャンネル動画
デジタル庁
ウェブサイト

▲詳しくはこちら
▲詳しくは
こちら
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